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お客様各位 

株式会社池田泉州銀行 

 

住宅ローン控除にかかる「年末残高調書」の税務署への提出の対応完了について 

 

平素は池田泉州銀行をご利用いただき、ありがとうございます。 

当行では、下記のとおり、住宅ローン控除にかかる「年末残高調書」の税務署への提出の

対応を完了しましたので、お知らせします。 

 

令和 6 年以降に居住を開始する場合において、住宅ローン控除を受けるためには、金融機

関にマイナンバーを提供のうえ、「住宅ローン控除に関する申請書」を提出いただき、金

融機関は、当該申請書の内容に基づき、「年末残高調書」を税務署に提出することとされ

ていますが、当行では、「年末残高調書」を税務署に提出することが可能となりました。 

なお、令和５年以降に住宅ローンをお借入れされ、すでに当行で住宅ローン控除の適用が

ある住宅関連ローンをご契約中のお客様におかれましても、令和 6 年以降に居住を開始さ

れた場合は、マイナンバーを提供のうえ、「住宅ローン控除に関する申請書」を提出いた

だくことで、「年末残高調書」を税務署に提出することが可能です。 

ご希望のお客様はローンお取引店舗へお申出くださいますようお願い申し上げます。 

 

 


